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初・再診料について

初診料初診料
270点

（病院・診療所共通）

再診料
69点

外来診療料
70点

（200床未満の病院、診療所） （200床以上の病院）

69点 70点

初・再診料、外来診療料は初・再診の際の基本的な診療行為を含む一連の費用を評価したもので、以下のような簡単
な検査、処置等の費用が含まれるものと考えられる。な検査、処置等の費用が含まれるものと考えられる。

（１） 診察にあたって、個別技術にて評価されないような基本的な診察や処置等
・ 視診、触診、問診等の基本的な診察方法
・ 血圧測定、血圧比重測定、簡易循環機能検査等の簡便な検査

点眼 点耳 100平方センチメ トル未満の皮膚科軟膏処置用の簡単な処置 等・ 点眼、点耳、100平方センチメートル未満の皮膚科軟膏処置用の簡単な処置 等

（２） 診察にあたって、基本的な医療の提供に必要な人的、物的コスト
・ 上記に必要な従事者のための人件費
・ カルテ、基本的な診察用具等の設備
・ 保険医療機関の維持に係る光熱費
・ 保険医療機関の施設整備費 等

外来診療料については、上記に加えさらに尿検査や血液形態・機能検査、皮膚科軟膏処置等の一部が含まれている。
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初診料の加算について
時間外等加算

85点

時間外等加算

480
点

診療時間内

85点 250
点

点230
点

（時間外） （時間外・特例） （休日） （深夜） 50点

夜間早朝等加算（※１）

初診料
乳幼児加算

時間外等加算（乳幼児） （※１）診療所のみ

初診料
270点

75点

乳幼児加算（※２）

200
365
点

695
点345

点
点

点点

（時間外） （時間外・特例） （休日） （深夜） （※２）時間外等加算との併算定不可

（特例：夜間休日診療所等）

初診料においては（１）6歳未満の乳幼児の受診、（２）夜間、早朝、休日等の受診に対し、加算を行う。
時間外等加算の具体的な時間は、
「夜間 早朝」（時間外） 概ね午前6時 8時 午後6時（土曜は正午） 10時「夜間・早朝」（時間外）：概ね午前6時～8時、午後6時（土曜は正午）～10時
「休日」：日曜日、祝日、12/29～1/3
「深夜」：午後10時～午前6時 3



初診料の評価の変遷

平成
22年

平成
20年

平成
18年

平成
16年

平成
14年

平成
12年

平成
10年

平成
8年

平成
6年

平成
4年

昭和
60年

昭和
59年

274点270点

甲乙統一

221
甲表208点
乙表205点 250点

診療所

病診統一

274点270点221点
乙表205点 250点

270点
甲表180点
乙表150点

甲表160点
乙表135点

255点250点

甲乙統一

208点

甲表198点
乙表195点 230点

病院
病院及び診療所について、そ
れぞれ入院機能、外来機能

を重点的 評価 初診料
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を重点的に評価。初診料につ
いて病院と診療所での評価

を設ける。



初診料のまとめ

初診料 270点
乳幼児

（6歳未満）（6歳未満）

その他診察時間
（時間外加算はいずれか1つのみ算定）

乳幼児
（6歳未満）

その他 乳幼児加算
＋75点

（時間外加算との併算定不可）（時間外加算との併算定不可）

診療時間内
夜間・早朝 ＋50点 ＋50点 395点 320点

その他 345点 270点

診療時間外 夜間・早朝 ＋200点 ＋85点 470点 355点夜間 早朝 ＋200点 ＋85点 470点 355点

夜間・早朝
（特例医療機関）

＋345点 ＋230点 615点 500点
（特例医療機関）

深夜 ＋695点 ＋480点 965点 750点

休 ＋365点 ＋250点 635点 520点休日 ＋365点 ＋250点 635点 520点

5



再診料・外来診療料の加算について

50点

夜間早朝等加算（※１）時間外等加算

420

再診料
69点

点

乳幼児加算（※２）

65点 190
点

点180
点

（時間外） （時間外・特例） （休日） （深夜）

（※１）診療所のみ

69点

外来診療料
70点

38点

（※２）時間外等加算との併算定不可

時間外等加算（乳幼児）

70点

135
点

260
点

590
点250

点
3点

地域医療貢献加算（※４）

点 点点
（時間外） （時間外・特例） （休日） （深夜）

52点

外来管理加算（※３）

1点

明細書発行体制等加算
（※４）

（※４）診療所のみ

52点

（※３）診療所・200床未満の病院のみ

再診料 外来診療料については （１）6歳未満の乳幼児の受診 （２）夜間 早朝 休日等の受診に加え再診料、外来診療料については、 （１）6歳未満の乳幼児の受診、（２）夜間、早朝、休日等の受診に加え、

（３）丁寧・詳細な診療に基づく計画的な医学管理、（４）休日・夜間等の問い合わせや受診、（５）明細書の
発行に対し、加算を行う。 6



平成

再診料・外来管理加算等の評価の変遷

平成平成平成平成平成平成平成平成平成昭和昭和 平成
22年

平成
20年

平成
18年

平成
16年

平成
14年

平成
12年

平成
10年

平成
8年

平成
6年

平成
4年

昭和
60年

昭和
59年

明細書加算 1点

病診統一内科
再診料

外来管理加算

52点42点
甲乙統一

42点

乙表
乳幼児43点
幼児41点

31点

甲表42点
乙表42点

52点
26点

乙表
乳幼児37点

27点

点

地域貢献加算

52点

再診料

診療所

73点 71点74点
甲乙統一甲表70点

表 点
甲表55点

表 点

81点

74点

逓減制の導入
（平成15年に廃止）

地域貢献加算

3点

70点 73点 71点74点61点

甲表65点
乙表38点

乙表39点 乙表53点

甲表66点 甲表45点 甲乙統

点

74点

37点

65点

69点

70点
再診料

病院

58点 57点 60点59点
甲表66点
乙表38点

甲表45点
乙表43点

甲乙統一

50点

乙表
乳幼児 点

点

点

59点

30点

200床以上

200床未満：外来管理加算算定可
病診統一

70点

病院

90点 72点 70点

特定機能病院

乳幼児40点
幼児38点

28点

200床以上

77点

35

外来診療料

内科再診料を廃
止し、外来管理

加算を新設

再診料につい
て、診療所と病
院での評価を設

ける

35点

特定機能病院
外来診療料

200床を境に
外来診療料を新設
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再診料・外来診療料のまとめ

再診料 69点

乳幼児
（6歳未満）

再診料
外来診療料

69点
70点

その他
乳幼児加算 ＋38点
（時間外加算との併算定不可）

診察時間 乳幼児 その他 診療所 200床未 200床以 診療所 200床未 200床以診察時間
（時間外加算はいずれか1つのみ算定）

乳幼児
（6歳未満）

その他 診療所 200床未

満病院

200床以

上病院
診療所 200床未

満病院

200床以

上病 院

診療時間内 夜間・早朝 ＋50点 ＋50点 157点 107点 108点 69点 69点 70点

その他 107点 107点 108点 69点 69点 70点その他 107点 107点 108点 69点 69点 70点

診療時間外 夜間・早朝 ＋135点 ＋65点 204点 204点 205点 134点 134点 135点

夜間・早朝
（特例医療機関） ＋250点 ＋180点 319点 319点 320点 249点 249点 250点（特例医療機関） ＋250点 ＋180点 319点 319点 320点 249点 249点 250点

深夜 ＋590点 ＋420点 659点 659点 660点 489点 489点 490点

休日 ＋260点 ＋190点 329点 329点 330点 259点 259点 260点

外来管理加算 ＋52点 ＋52点

地域医療貢献加算 ＋3点 ＋3点

明細書発行体制等加算 ＋1点 ＋1点明細書発行体制等加算 ＋1点 ＋1点
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入院基本料等について入院基本料等に いて
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入院料の種類と病床数
入院基本料

特定入院料

特定の行為のみ包括（Type Ⅰ） 基本は包括で一部行為のみ出来高（Type Ⅱ）

一般病棟 A100 一般病棟入院基本料 690,884 A300 救命救急入院料 6,925 A306 特殊疾患入院医療管理料 653 

A104 1 特定機能病院入院基本料（一般病棟） 64,883 A301 特定集中治療室管理料 4,673 A307 1 小児入院医療管理料 1 3,408 

A105 専門病院入院基本料 7,587 A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料 798 A307 2 小児入院医療管理料 2 （新）

A106 障害者施設等入院基本料 57,768 A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料 456 A307 3 小児入院医療管理料 3 8,313 

A108 有床診療所入院基本料 99,914 A302 新生児特定集中治療室管理料 1,417 A307 4 小児入院医療管理料 4 8,892 

A303 総合周産期特定集中治療室管理料 1,462 A307 5 小児入院医療管理料 5 －

A303-2 新生児治療回復室入院医療管理料 （新）A308 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 18,671 

A305 一類感染症患者入院医療管理料 131 A308 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 3,191 

A308-2 亜急性期入院医療管理料 14,606 

A309 1 特殊疾患病棟入院料 5 541A309 1 特殊疾患病棟入院料 5,541 

A309 2 特殊疾患病棟入院料 5,459 

A310 緩和ケア病棟入院料

療養病棟 A101 療養病棟入院基本料 212,638 A308 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 29,232 

A109 有床診療所療養病床入院基本料 10,094 A308 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 5,238 有床診療所療養病床入院基本料 , 回復期リ ビリテ ション病棟入院料 ,

結核病棟 A102 結核病棟入院基本料 7,850 

A104 2 特定機能病院入院基本料（結核病棟） 222 

精神病棟 A103 精神病棟入院基本料 184,873 A307 5 小児入院医療管理料 5（再掲） －

A104 3 特定機能病院入院基本料（精神病棟） 3,398 A309 2 特殊疾患病棟入院料（再掲） 5,459 

A311 精神科救急入院料 3,347 

A311-2 精神科急性期治療病棟入院料 13,042 

A311-3 精神科救急・合併症入院料 124 

A312 精神療養病棟入院料 103,025 

A314 認知症治療病棟入院料 31,290 

合計 1,340,111 15,862 254,032 

数字は病床数であり、平成２１年７月１日現在における施設基準の届出状況（平成２２年５月２６日中医協総会報告分）による。 10



入院料の類型とその包括範囲（概念図）

画像診断・処置、薬剤料等

特定集中治療室

回復期リハビリ
テーション

検査 療養病棟
入院基本料

一般病棟
入院基本料

等

特定集中治療室
管理料１ 等

入院料１ 等
等

特定の行為のみ包括
している特定入院料(TypeⅠ)

包括点数となっている
入院基本料

基本は包括で一部行為のみ
出来高の特定入院料(TypeⅡ)
例）回復期リハビリテ ション

入院基本料は、基本的な入院診
療の体制を評価するものであり 特定入院料( yp Ⅰ)

例）特定集中治療室管理料

•入院基本料

•入院基本料等加算（一部除
外）

検査

療養病棟入院基本料 等

•検査

•投薬

•注射

例）回復期リハビリテーション
入院料

•診療に係る費用のうち以下の
ものは含まれていない。

•リハビリテーション

入院基本料等加算 部

療の体制を評価するものであり、
療養環境（寝具等を含む。）の提供、
看護師等の確保及び医学的管理
の確保等を含んでおり、具体的に
は以下のような簡単な検査や処置
等も含んでいる •検査

•注射（点滴注射、中心静脈注
射）

•処置（酸素吸入・留置カテー
テル設置）

•病理標本作製料

•病理診断

•画像診断や処置の一部

•入院基本料等加算の一部

•地域連携診療計画退院指導
料

•一部の薬剤・注射薬の費用
等

等も含んでいる。

• 簡単な検査（例えば、血圧測
定検査等）の費用、簡単な処
置の費用等（入院の場合に
は皮内、皮下及び筋肉内注 •病理標本作製料は皮内、皮下及び筋肉内注
射及び静脈内注射の注射手
技料等）が含まれている。

（注意）概念整理のため簡略化している 11



入院基本料等加算の類型入院基本料等加算の類型
①医療機関の評価

・病院の体制の評価 ・看護配置の評価
・地域特性の評価 ・特殊病室の評価
療養環境の評価

①医療機関の評価

・療養環境の評価

②医療連携の評価

・紹介・受入の評価 ・退院調整の評価

②医療連携の評価

③特定の疾患や病態に対する
特殊診療の評価等

・脳卒中 ・救急 ・小児 ・産科
・精神科 ・精神疾患と身体疾患の合併 ・小児精神
・褥瘡・重症皮膚潰瘍 ・栄養管理 ・人工呼吸器離脱
・介護連携 ・がん ・難病等

12



入院料と入院基本料等加算の全体像

特定入院料
で加算不可 ○ × ○ ×

入院基本料等加算

で加算不可 ○ ○

条件を満た
せば加算可 ○ ○ ○ ○

入院期間に応じた加算等 入院期間に応じた加算
等

画像診断・処置、薬剤料等

一般病棟 特定集中治療室

回復期リハビリ
テーション

入院料１ 等

検査 療養病棟
入院基本料

般病棟
入院基本料

等

特定集中治療室
管理料１ 等

入院料１ 等
等

入院基本料 特定入院料（Ⅰ）
（特定の行為のみ包括）

特定入院料（Ⅱ）
（基本は包括で
一部行為のみ出来高）

入院基本料
（療養病棟）

13



入院期間に応じた加算等の点数設定

一般病棟入院基本料 等

14日以内 15～30日

般病棟入院基本料 等

入院基本料には、
・14日以内
・15日以上30日以内

特定集中治療室管理料 等

１４日 ３０日

4～
7日

3日
以内 8～

14日

の２段階の加算が設定されていることが多い。
（精神病棟、結核病棟はより長期まで加算有り）

特定入院料（TypeⅠ）には、期間制限特定入院料（TypeⅠ）には、期間制限
のあるものが多い。

また、入院基本料よりも短期間に高点
数が設定されている。

療養病棟の入院料には、入
院期間に応じた加算はない。１４日

回復期リハビリテ シ ン入院料１ 等

療養病棟入院基本料 等

回復期リハビリテーション入院料１ 等

特定入院料（TypeⅡ）には、期間に応じた点数
設定は半数ほどにある。

脳血管疾患ならば、
算定開始後150日以内
大腿骨頸部骨折ならば、

期間に応じた点数設定がある場合、その期間は
入院基本料よりやや長めに設定されている。

大腿骨頸部骨折ならば、
算定開始後90日以内 等

日数 14



入院基本料の評価の変遷入院基本料の評価の変遷
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入院基本料の評価の変遷

医学的管理に関する費用

看護師等の数に応じた評価 入院の際に行われる基本的な医
学管理、看護、療養環境の提供を
含む一連の費用を評価したもの。

療養環境の提供の評価

平成１１年度以前 平成１２年度以降 16



基本的な入院医療の評価の変遷について
給食 入院環境料 看護料 医学管理給食 入院環境料

（室料）
看護料 医学管理

昭和33年時点

入院時基本診療料

給食した場 寝具設備の
（基本診療料に包括）昭和33年時点

給食した場
合の加算

寝具設備の
加算

看護の加算

院時基本診療料

（基本診療料に包括）

昭和45年時点

入院時基本診療料
入院時

医学管理料給食した場
合の加算

寝具設備の
加算

看護の加算
医療制度改革の基本方針（平成９年４
月７日 与党医療保険制度改革協議
会）を基本とし より合理的な診療報酬

昭和47年時点
給食料 室料 看護料

入院時
医学管理料

会）を基本とし、より合理的な診療報酬
体系のあり方について、「医療保険福
祉審議会制度企画部会診療報酬見直
し検討会」において総合的に検討

・病院の機能区分に応じた評価体系と

平成６年時点
入院時食事

療養費※ 入院環境料 看護料
入院時

医学管理料

しては、入院という組織的な医療提供
の体制を総合的に評価し、その効率的
な医療サービスの提供を誘導できる新
たな仕組み（ホスピタルフィーの体系）
を検討する

平成11年

平成12年時点
入院時食事

療養費※

入院基本料

(入院環境料) （看護料） (医学管理料)

を検討する。

具体的には、現在の入院環境料、看
護料、入院時医学管理料などを基本と
して医療機関がその機能を十分に果た
しているかという点を加味して総合評価療養費※ (入院環境料) （看護料） (医学管理料) しているかという点を加味して総合評価
する「入院基本料」（仮称）という仕組み

※ 入院時食事療養費は、H6に療養の給付であった基準給食を入院時食事療養費に改変し、適

切な評価を行うほか、多様なメニューの提供や入院時の栄養食事指導の評価、食堂における良好
な食事環境等を評価することにした。 17



入院料の評価の変遷

２５０ 入院時医学管理料
昭和５８年
（甲表）

室料１０５点

看護料３４８点※１

２５０
点 １６０点 １２０点 ９９点

入院時医学管理料（甲表）

室料の加算であった基準寝具設備加算を包括
２週間 １ヶ月 ３ 月

入院初日
７０３点

患者対看護要員＝2対1

６１５
院時 学管理料

２週間 １ヶ月 ３ヶ月
※１ 看護要員の8割以上が看護職員で、看護要員の
半数以上が看護師でなければ算定できない

新看護料

６１５
点 ４０５点

１２１点

入院時医学管理料平成１０年

新看護料４８４点

２３０点 １５０点

入院初日
点 患者対看護職員 2対1

看護（A）加算※２ ２５４点
看護（A）加算※２ ２５４点

入院環境料１６５点
４９６点 新看護料４８４点

３０日

２週間 １ヶ月 ３ヶ月 ６ヶ月

１５３０点 患者対看護職員＝2対1

※2 看護職員の７割以上が看護師でなければ算定できない３０日

平成１２年

４５２

平成１２年 入院環境料、新看護料、入院時医学管理
料を統合・簡素化し、入院基本料として評価

※2 看護職員の７割以上が看護師でなければ算定できない

一般病棟入院基本料
Ⅰ群入院基本料１ ※２

点 ２０７点 ー５０点
入院初日

１６６８点

患者対看護職員＝2対1

１，２１６点

１４日 ３０日 １８０日
18



医療費の動向医療費の動向

19



医療費の動向（病院・診療所別）

平成21年度医療費の内訳（兆円）

（平成21年度医療費の動向)

平成21年度医療費の内訳（兆円）

調剤
5.9 

医科病院

歯科
2.5 
7%

17%

医科病院
18.7 
53%

医科診療所
8.1 

23%
入院

23%

外来
5 0

入院
0.37
5%

5.0 
27%

入院
13.7 
73%

外来
7.7

95%

平成21年度診療所医療費の内訳（兆円） 平成21年度病院医療費の内訳（兆円）
20
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医療費の動向（入院・外来別）

平成21年度医療費の内訳（兆円）

（平成21年度医療費の動向)

調剤
5.9 

平成21年度医療費の内訳（兆円）

医科入院
14.0 
40%

歯科
2.5 
7%

17%

医科

入院外
12 712.7 
36%

診療所
0.37
3%

病院病院
5

39%

診療所
病院
13.7
97%

診療所
7.7

61%

平成21年度医科入院外医療費の内訳（兆円） 平成21年度医科入院医療費の内訳（兆円）
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入院外医療費の内訳（大分類）
（平成21年社会医療診療行為別調査)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.8%病院

21.1%診療所

初 ・ 再 診 等 医 学 管 理 等 在 宅 医 療 検 査 画 像 診 断

投 薬 注 射 リ ビリテ シ ン 精神科専門療法 処 置

22

投 薬 注 射 リハビリテーション 精神科専門療法 処 置

手 術 麻 酔 放 射 線 治 療 病 理 診 断 入 院 料 等



入院外医療費に占める初診料・再診料等の比率
（平成21年社会医療診療行為別調査)

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00%

2 81% 0 64% 2 42%

0.09%

0.95% 2 64%

0.22%

病院 2.81% 0.64% 2.42% 0.95% 2.64%病院

0.70% 0.47%

7.47% 9.46% 3.02%診療所

初診料 初診料加算 再診料 再診料加算 外来管理加算 外来診療料 外来診療料加算
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入院医療費の内訳（大分類）
（平成21社会医療診療行為別調査)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

30.4% 10.4% 4.2% 22.8%病院

1 4%

40 8%

1.4%

診療所 40.8%

0 4%

診療所

0.4%

入院基本料 特定入院料 入院基本料等加算 診断群分類による包括評価等

初 ・ 再 診 等 医 学 管 理 等 在 宅 医 療 検 査

画 像 診 断 投 薬 注 射 リハビリテーション

精神科専門療法 処 置 手 術 麻 酔

放 射 線 治 療 病 理 診 断
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（参考）歯科医療費の内訳（大分類）

5.7 5.4 

0.9 

12.5 2.1 6.3 3.6 1.7 15.9 3.1 42.1 
0.2

0.7 
0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
初診料等 再診料等 入院料等 医学管理等
在宅医療 検査 画像診断 投薬
注射 リハビリテーション 処置 手術
麻酔 放射線治療 歯冠修復及び欠損補綴 歯科矯正麻酔 放射線治療 歯冠修復及び欠損補綴 歯科矯正
病理診断 その他

（歯科医療費に占める初診料・再診料等の比率）

5.4 5.3 0.2 

0.1 

0.2 0.9 

2% 6% 10%4% 12%8%0%

初診料 再診料 障害者加算 ⻭科外来診療環境体制加算 その他の加算 入院料等

（平成21年度社会医療診療行為別調査）
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